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生 徒 心 得 
 
われわれ博多工業高等学校生徒は，真理と自由を愛し崇高な理想をもち，高邁で卓抜した知 
識と技術を養い，健全で，旺盛な体力と精神を培い，常に生徒としての本分を守り，将来平
和で文化的な社会の建設に貢献する国民となることを決意し，ここにこの心得を遵守する
ことを誓う。 
 
１ 規   律 
⑴ 博工生徒は常に生徒としての誇りをもち，自己の良心に従って行動し，いやしくも生徒
としての本分に反し，あるいは学校の名誉を汚すような行為をしてはならない。 
⑵ 生徒はよく先生の指導に従い規律を守り，他人に迷惑をかけぬよう心がけねばならな
い。この心がけは集団行動をする場合に特に必要である。 
 
２ 服   装 
通学時の服装は，本校指定による制服とし，博工生徒としてのエチケットに反するような服
装は慎む。 
 
⑴ 制  服 
通年標準服（ネクタイ，ブレザー着用）を基本とする。 
 
・５月～10 月 
調整服（半袖・長袖シャツ）の着用可。 
ノーネクタイ，ベスト・セーターの着用可。 
※ブレザーは着用しなくてもよい。 
 
・11月～３月 
防寒具（コート，マフラー，手袋，ニット帽等）の着用可。 
※コートはブレザーの色に準じたものを着用し，華美でないもの。 
※手袋・マフラーなどは安全に登校できるもので，華美でないもの。 
 
＜公式戦・土日祝日の部活動における服装について＞ 
・登下校において、部活動で揃えているウェアのみ着用可能とする。 
 （揃えていない部活動に関しては、学校指定のジャージは着用可能とする。） 
 



男子 
● 腰パン禁止。 
● ベルトは黒系統色で幅は２～５㎝とする。 
 
女子 
● ミニスカート禁止。 
● スカートの裾は膝の中心が目安。 
 
共通 
● ネクタイを改造して巻きネクタイにしないこと。改造した場合は一時預かりとすること
がある。 
防寒具 
● ベスト，セーターは本校指定のものを着用する。 
● マフラーや手袋などの使用可。登下校時のみ使用し校舎内では着用しないこと。 
 
靴下 
● 靴下は，白・紺・黒・グレーの無地とする（ワンポイント，１本ラインまで可）。くるぶ
しソックスは不可また素足も禁止する。 
● ストッキングはベージュまたは黒・紺色とする。 
 
靴 
●安全に登校できる華美でない運動靴または黒のローファー 
（運動靴は原則として主とする色が黒・紺・グレー・白とする。） 

● 通学靴，スリッパ，体育館シューズ等のかかとを踏みつぶしたり，著しく古くなった場
合は購入すること。 
● 体育館以外で体育館シューズを履いた場合は一時預かりとすることがある。 
 
通学鞄 
●安全に登下校でき、華美でないもの。 
原則として主とする色が黒・紺・グレーとする。 

 （登下校において、反射材がついているものは推奨する。） 
 
⑵ 実習服（実習帽）・体操服 
本校指定のものを，その授業時間に限り正しく着用する。保管は各自のロッカーとする。 
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⑶ 頭  髪 
博工生徒らしい品のある清潔な髪型とする。 
男子 
● 目，耳，襟にかからないこと。 
女子 
● 前髪は眉毛の下のラインまでとする。尚，前髪は髪を自然にといて目にかかる範囲を前
髪の範囲とする。 
● 眉毛の下のラインをこえた場合は散髪するかピンで目にかからないように留めること。 
● 後髪はブレザーの襟のラインより長いときは必要に応じて黒または紺・茶色のゴムで結
ぶこと。結び方は，耳から下で１つか２つ結びにすること。 
● １つ結びの場合のみ，毛先をひとまとめにしてもよい。 
● ハーフアップは，後ろ髪がブレザーの襟下のラインよりも短い場合のみ可とする。 
● 髪を結ぶ位置については，正面から見て結び目が見えない位置にすること。 
 
共通 
● 染髪や技巧を施さないこと。染髪・技巧を施した場合，元の状態に戻るまで継続的に指
導する。 
● エクステンション等は禁止。 
 
３ その他 
 
装飾品 
● ネックレス，ブレスレット，指輸，ピアス，その他不必要な物品を持ち込んだ場合は一
時預かりとする（一時預かり品は学期末毎に返却する）。 
● コンタクトレンズの色付きは禁止とする。 
 
携帯電話 
● 校内への持込みは許可するが，校内では電源を切り使用しない。また人の目に触れない
ようにする。 
● 違反を繰り返すごとに段階的に指導する。 
● 度重なる違反者（４回目以降）については，善導委員会で特別指導の対象となるかを審
議する。 
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眉毛・ひげ・化粧 
● 眉毛は自然の状態のまま。 
● 眉毛に技巧を施した生徒は，元の状態に戻るまで継続的に指導する。 
● ひげは剃ること。 
● 化粧は禁止する。化粧をしている場合はその場ですぐに落し，化粧品を持っているか生
徒部室で確認する。持っていた場合は一時預かりとする。 
 
３ 礼   儀 
 
民主主義社会は人格尊重の社会である。礼儀，エチケットを失することは，他人の人格を無
視することである。われわれは次の礼儀を守り，博工生徒としてのエチケットをわきまえ，
尊敬に値するだけの人格を修得し，義務を遂行するよう努力しよう。 
 
⑴ われわれは常に他人に迷惑をかけないよう努めよう。 
⑵ 先生，外来者，その他目上の人に対しては，常に礼儀正しくあいさつを実行しよう。ポ
ケットに手を入れたまま先生と話したり，脱帽しない礼は他人の人格を無視した態度であ
るから注意しよう。 
⑶ 上級生，先輩には敬意を失わない態度で接しよう。上級生は下級生から真に敬愛される，
人格者となるよう努め，また常に愛の精神をもって下級生を導こう。学友相互間も自発的に
明るいあいさつを交わそう。 
⑷ 職員室等に入るときはノックをし，出入りには軽く礼を行おう。授業の初め終わりには，
ＨＲ委員の指示により敬礼を実行し，授業を実のあるものにしよう。 
⑸ ことばづかいはその人の人格を自ら表現する。粗暴，野卑なことばを慎もう。 
⑹ 階段の昇降，廊下は静かに歩き，右側通行しよう。 
⑺ 朝礼，儀式，講演など各種会合，見学の際は，私語を慎み，集団ルールを守ろう。 
⑻ 男女間の交際は健全明朗で礼儀正しい交際でなければならない。 
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